
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

コンピューターシステム株式会社 行動計画 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を次の通り策定する。 

１．行動期間 

2022年 4月 1日～2025年 3月 31日 

２．目標と取組内容・実施時期 

＜目標＞ 

採用者に占める女性割合を 30％以上とする。 

＜実施時期・取組内容＞ 

2022年 4月～ 

・採用計画・採用選考基準等の見直しを実施する。 

・ホームページの採用情報ページをリニューアルする。 

・女性の採用拡大に向けたインターンシップを実施する。 

・会社説明会等で女性採用担当者と対話できる場を拡大する。 

・応募者への仕事と育児等の両立支援に関する案内を強化する。 

3.女性の活躍に関する状況把握、課題分析 

＜採用した労働者に占める女性労働者の割合＞ 

2022年度実績（中途採用を含む） 

 33.3％（男性 10名、女性 5名） 

＜男女の平均継続勤務年数の差異＞ 

2022年度末 

 3年（男性 13年、女性 10年） 

 


